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町田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

町田市特定公共賃貸住宅条例（平成８年３月町田市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（申込者の資格） （申込者の資格） 

第７条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし

ようとする者は、次に掲げる要件を満たす者

でなければならない。 

第７条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし

ようとする者（第４号に掲げる場合にあって

は、現に同居し、又は同居しようとする親族

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者その他婚姻の予約者を含

む。以下この条において同じ。）を含む。）

は、次に掲げる要件を満たす者でなければな

らない。 

（１）現に同居し、又は同居しようとする次の

いずれかに該当する者（第４号及び第３１

条において「現に同居し、又は同居しよう

とする者」という。）があること。 

（１）現に同居し、又は同居しようとする親族

があること。 

ア 親族（婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻

の予約者を含む。） 

 

イ 町田市性の多様性の尊重に関する条例

（令和  年  月町田市条例第  

号）第１０条第１項に規定するパートナ

ーシップ宣誓証明又はそれと同等のもの

であると市長が認める他の地方公共団体

の制度による証明を受けたパートナーシ

ップの相手方（第２６条において「パー

トナーシップの相手方」という。） 

 

  ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４に規定する里親に委託さ

れている児童 

 

（２）・（３）略 （２）・（３）略 

（４）特定公共賃貸住宅を使用しようとする者

及びその者と現に同居し、又は同居しよう

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条
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とする者が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）でないこと。 

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）でないこと。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項

各号に掲げる要件以外の申込者の満たすべき

要件を定めることができる。 

２ 市長は、必要があると認めたときは、前項

各号以外の申込者の満たすべき要件を定める

ことができる。 

（使用権の承継） （使用権の承継） 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する場合

で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がな

いと認めるときは、市長は、当該特定公共賃

貸住宅の使用権の承継を許可することができ

る。 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する場合

で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がな

いと認めるときは、市長は、当該特定公共賃

貸住宅の使用権の承継を許可することができ

る。 

（１）特定公共賃貸住宅の使用を承継しようと

する者が、使用者の配偶者（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者その他婚姻の予約者を含む。）若しく

はパートナーシップの相手方又は三親等内

の血族若しくは姻族であって、使用開始当

初から（出生にあっては、出生後）引き続き

当該特定公共賃貸住宅に居住しているもの

であるとき。 

（１）特定公共賃貸住宅の使用を承継しようと

する者が、使用者の配偶者（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者その他婚姻の予約者を含む。）及び三

親等内の血族又は姻族であって、使用開始

当初から（出生にあっては、出生後）引き続

き当該特定公共賃貸住宅に居住しているも

のであるとき。 

（２）・（３）略 （２）・（３）略 

２ 略 ２ 略  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者及び同日前

に開始された特定公共賃貸住宅の使用者の公募に応じて同日以後に使用の申込み

をした者に係る申込者の資格及び使用予定者の決定については、この条例による改

正後の第７条及び第８条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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